
別記１ 

自営就農開始支援事業 

 

第１ 事業の目的 

 認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）（以下

「法」という。）第 14 条の 4 第１項に規定する青年等就農計画の認定を受けた

者をいう。）、認定農業者（法第 12 条第１項に規定する農業経営改善計画の認

定を受けた者をいう。ただし、認定新規就農者から移行した者を除く。）等が

農業経営を開始する場合に必要な機械等の整備に対して、また経営継承によっ

て取得した施設等の改良・改修、修繕等に要する経費に対して支援をすること

により、初期投資の軽減を図り、もって本県農業の担い手を育成・確保するこ

とを目的とする。 

  

第２ 事業の内容 

上記の目的を達成するために必要な機械等の整備に要する経費に対し支援を

実施する。なお、補助率等は別表１のとおりとする。 

 

第３ 事業実施主体 

 事業実施主体は別表１のとおりとする。 

 

第４ 事業の実施手続き 

本事業の実施の手続きは、以下により行うものとする。 

（１）事業実施主体は、市町村長が別に定める交付要綱に基づく交付申請書に、

事業実施計画承認申請書（別記１様式第１号）及び事業実施計画（別記１

様式第２号）を添付し、市町村長に提出するものとする。別表１の(２)改

良・改修、修繕等支援に基づいて申請する場合は、継承資産活用計画（別

記１様式第６号）を併せて添付する。 

（２）市町村長は、事業実施主体から事業実施計画の提出があったときは、必

要な指導及び調整を行い、適当と認めたときは、交付要綱第３に基づき、

交付申請書（様式第１号）に事業実施主体が作成した事業実施計画を添付

して、隠岐支庁又は農林水産振興センター（以下「センター等」という。）

を経由して知事に提出するものとする。 

（３）事業実施計画の作成に当たっての留意事項は、別記１別紙１に定めると

ころによるものとする。 

（４）事業実施主体は、交付要綱第４に基づき、重要な変更を行おうとすると

きは、（１）及び（２）に準じて行い、その変更承認申請は別記１様式第

３号に別記１様式第２号の事業実施変更計画を添付して行うものとする。 

（５）市町村長が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、交付

要綱第５に基づき、センター等を経由して知事に提出するものとする。 

（６）市町村長は、事業が完了したときは交付要綱第６に基づき、センター等

を経由して知事に提出し、速やかに検査を受けなければならない。 

（７）事業実施主体が交付要綱第７により行う事業の実績報告は、実績報告書

（別記１様式第４号）に事業実績報告（別記１様式第２号）を添付して提



出するものとする。当該実績報告は、第４の（１）、（２）に定める事務

手続きに準じ、速やかに知事に提出するものとする。 

 

第５ 経営状況の報告 

（１）事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から５年間、経営状況報告書（別

記１様式第５号）を毎年７月末までに市町村長に提出するものとする。 

（２）市町村長は、事業実施年度の翌年度から５年間、当該報告を毎年８月末

までに知事に提出するものとする。 

 

第６ 補助金の返還 

本事業を実施した認定新規就農者を目指す者については、原則として農業経

営を開始して 1 年以内に青年等就農計画について市町村長の認定を受けること

とし、認定を受けていない場合は、補助金の全額を返還するものとする（ただ

し、病気や災害等のやむを得ない場合を除く。）。 

   



別記１別紙１ 

 

事業実施計画作成にあたっての留意事項 

 

第１ 事業実施主体に関する事項 

１ 別表１の（１）の⑤に規定する事業実施主体が農業の経営管理の合理化を

図る上で講じるべき必要な措置は次に掲げるものとし、市町村において、措

置状況を確認するものとする。ただし、既存経営体の独立した一部門として、

農業経営を開始している場合にあっては、主たる部門となる既存経営体が次

に掲げる要件を満たしており、かつ、区分経理等により事業実施主体が担当

する部門の農業所得額等について明確となっていること。 

（１）所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第40号に規定する青色申

告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者で、

その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額（所得税法第

第27条第１項に規定する事業所得のうち農業から生じたものの額をいう。）

に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。 

若しくは法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第１項第 36 号に規定す

る青色申告書を提出することにつき同法第121条に規定する承認を受けて

いる法人で、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額

（同法第22条に規定する各事業年度の所得の金額のうち農業から生じたも

のの額をいう。）に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存してい

ること。 

（２）育苗ハウス本体又は灌水設備や養液システム等の栽培に要する付帯設備

を整備する場合は、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須と

する。ただし、付帯設備については、ハウス内に既に環境をモニタリング

する装置が設置されている場合はこの限りではない。 

２ 本事業における経営継承とは、次のいずれかを満たすものとする。 

（１）事業実施主体が継承した施設等の所有権を有するものとする（事業内容

が別表１（２）の①又は②の場合に限る）。 

（２）事業実施主体が継承した農地の利用権を有すること（事業内容が別表１

（２）の③又は④の場合に限る）。なお、農地の所有権は事業実施主体又

は現農地所有者が有するものとする。 

 

第２ 整備しようとする機械等に関する事項 

１ 事業実施主体が整備しようとする機械等については、青年等就農計画又は

農業経営改善計画に記載があるものを対象とすること。 

２ 汎用性の高いフォークリフト、ショベルローダー、バックホー、農業用ト 

レーラー、ＧＰＳガイダンスシステム（農業用機械に設置するものに限る。） 

等の機械については、次の要件を全て満たす場合に限り、補助対象とするこ

とができる。 

（１）農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用され

ないものであること。 

（２）農業経営において真に必要であること。 



（３）導入後の適正利用が確認できるものであること。 

３ 環境衛生施設については、２の（１）～（３）に加え、ほ場、作業場又は

これらの近接地に設置するものであること。 

４ 素畜購入等に要した諸経費は、家畜市場手数料、家畜評価手数料、委託購

入手数料、購入旅費、衛生管理費、疫病予防費、輸送経費を対象とする。た

だし、交付申請の際に積算していない場合、対象としない。 

 

第３ 小規模土地基盤整備に関する事項 

 農業用ハウスの敷地整備については、次の要件を全て満たす場合は、補助対

象とすることができる。 

（１）農業用ハウスを事業実施年度又は翌年度中に建設すること。 

（２）農業用ハウスを翌年度中に建設する場合は、そのことを確約する確約書

を提出すること。 

なお、確約書の内容が不履行となった場合は、原則として補助金の全額を返 

還するものとする。 

 

第４ 改良・改修、修繕等支援の対象について 

改良・改修、修繕等の対象とする経営継承によって取得した施設等とは、事

業実施年度に移譲を受ける資産に限る。 



別記１様式第１号                         

                           （番    号） 

                           令和 年 月 日 

 

 ○○○市町村長 

           様 

 

                      事業実施主体名 

                      住所 

                      氏名          

                         

  令和 年度自営就農開始支援事業実施計画承認申請書 

 

 

 このことについて、別添実施計画書のとおり事業を実施したいので、担い手

経営発展支援事業費補助金交付要綱別記１の第４の（１）に基づき提出します。 

 

※自営就農開始支援事業実施計画（別記１様式第２号）を添付する。 

  ただし、農林水産省の農地利用効率化等支援事業（融資主体支 

援タイプ）、地域農業構造転換支援対策（地域農業構造転換支 

援事業、新規就農者チャレンジ事業）による助成を受けるものについ 

ては、同事業で提出する調書及びその添付資料の写しを添付すること 

で代えることができる。 

 

 

（添付資料） 

・事業実施設計書 

・事業費の積算内訳（見積書） 

・規模（機種）決定根拠資料（機械等利用計画を含む） 

・機械等の整備（保管）場所が分かる図面（広域地図及び詳細位置図を含む） 

・機械等のカタログ、施設の図面 

・現況写真 

・機械等管理規定 

・青年等就農計画認定書又は農業経営改善計画認定書の写し 

・青年等就農計画認定申請書又は農業経営改善計画申請書の写し（農業経営計

画を含む） 

・継承資産活用計画（別記１様式第６号）※改良・改修、修繕等支援の場合 

・財産管理台帳の写し ※改良・改修、修繕支援のうち改良・改修の場合 

・確約書 ※機械等整備支援のうち、農業用ハウスを敷地整備工事の翌年度中

に建設する場合 

・その他必要な資料 



別記１様式第２号 

 

令和 年度自営就農開始支援事業実施（変更）計画（実績報告） 

 

 

事業実施主体名  

 

１．事業メニュー 

（１）機械等整備支援 

（２）改良・改修、修繕等支援 

※該当する事業に◯をする 

 

２．農業経営の概要 

(1)青年等就農計画、農業経営改善計画等認定（予定）日 

当初認定日：  年 月 日（有効期間 年 月 日） 

変更認定日（直近）：  年 月 日 

 

(2)経営開始（予定）日：  年 月 日 

 

(3)就農５年後の所得目標 

 

 (4)経営作目 

 

 (5)課税対象者 

   課税対象者ではない（ある） 

 

 ３．新規就農サポートチームの概要 

担当分野 所属 氏名 

経営・技術   

営農資金   

農地   

   

 ※経営開始資金、農業次世代人材投資資金におけるサポートチームと一致させ

ること。 

 

 

 



４．事業実施計画（実績） 

（１）事業内容                                           （単位：円） 

事業内容 単価 事業費 県補助金

額算定の

基礎とな

る事業費 

負担区分 備考 施行箇

所又は

設置場

所 

施行 

方法 

施行 

期間 

管理 

主体 施設等名

称 

規模・能力

等 

数量 県 市町

村 

その他 

              

          

          

          

※事業内容ごとに記入すること。 

※備考欄には、消費税仕入控除税額を減額した場合には「除税額○○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」を、同税

額が明らかでない場合には「含税額」をそれぞれ記載すること。 

 

（２）事業費のうち県、市町村補助金以外の負担方法    （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

（３）利用している国事業 

 

青年等就農資金  自己資金  

近代化資金  その他 

（ ） 

 

他の公庫資金  合計  

 



５．農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組状況 

作目名 ※  

 

※導入機械等に係る作目は必須（それ以外は任意） 

※導入機械等に係る作目が複数の場合は主な作目について取得 

取組状況 チェック欄 

(該当に○) 

 

農林産物の場合は、既に国際水準ＧＡＰ

（美味しまねゴールド等）を取得している。 

非食用農産物の場合は、農林水産省が策定

した「国際水準ＧＡＰガイドライン（その他

非食用）」に準拠した農場管理に取り組んで

いる。 

繁殖牛の場合は、県が策定した「美味しま

ね認証の考え方に基づく生産工程管理」に準

拠した農場管理に取り組んでいる。 

 国際水準ＧＡ

Ｐ取得時期 

        

年 月 

 

非食用、繁殖

牛等準拠開始

時期 

 

   年 月 

上記について、事業実施年度の翌年度末ま

での取得（準拠）に向けた農場管理の改善に

取り組んでいる。 

 国際水準ＧＡ

Ｐ取得予定時

期 

        

年 月 

 

非食用、繁殖

牛等準拠開始

予定時期 

 

   年 月 

 

農場管理の更なる改善に向けて今後取り組むこと 

 

※変更の場合は、変更前を比較できるように変更部分を二段書きとし、変更前

を括弧書きで上段に記載すること。 

 



別記１様式第３号                         

（番    号） 

                           令和 年 月 日 

 

   ○○○市町村長 

           様 

 

                      事業実施主体名 

                      住所 

                      氏名          

                         

  令和 年度自営就農開始支援事業実施計画変更承認申請書 

 

 

    年 月 日付け 第 号で交付決定のあったこの事業の実施計画につ

いて、下記のとおり変更したいので、担い手経営発展支援事業費補助金交付要

綱別記１の第４の（４）に基づき提出します。 

 

記 

 

 １ 変更の理由 

 

 

  

 ２ 変更計画 

 

 

 

（注） 

 

（添付資料） 

・自営就農開始支援事業変更計画書（別記１様式第２号） 

（ただし、農林水産省の農地利用効率化等支援事業（融資主体支援タイプ）、

地域農業構造転換支援対策（地域農業構造転換支援事業、新規就農者チャレ

ンジ事業）による助成を受けるものについては、同事業で提出する調書及び

その添付資料の写しを添付することで代えることができる。） 

 



別記１様式第４号 

                           （番     号） 

                           令和 年 月 日 

 

  ○○○市町村長 

           様 

 

                      事業実施主体名 

                      住所 

                      氏名          

                         

令和 年度自営就農開始支援事業実績報告書 

 

 

 このことについて、担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱別記１の第４

の（７）に基づき、別添のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（添付資料） 

・自営就農開始支援事業実績報告（別記１様式第２号） 

（ただし、農林水産省の農地利用効率化等支援事業（融資主体支援タイプ）、

地域農業構造転換支援対策（地域農業構造転換支援事業、新規就農者チャレ

ンジ事業）による助成を受けるものについては、同事業で提出する調書及び

その添付資料の写しを添付することで代えることができる。）  

・財産管理台帳 ※修繕の場合は除く。 

・機械等の整備（保管）場所が分かる図面（広域地図及び詳細位置図を含む） 

・機械等利用計画 

・機械等管理規定 

・出来高設計書、完成図面 

・事業実績の分かるもの（入札書、見積書、発注書、契約書など） 

・納品書/請求書/領収書（なお、領収書は金融機関の振込書でも可） 

・補助事業専門通帳（口座）の写し 

・写真（工事写真、納品写真、完成写真） 

・その他必要な資料 

 



別記１様式第５号 

                      

（番    号） 

令和 年 月 日 

  

○○○市町村長 

           様 

 

                      事業実施主体名 

                      住所 

                      氏名          

                         

令和 年度自営就農開始支援事業経営状況報告書 

 

 このことについて、担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱別記１の第５

の（１）に基づき報告します。 

 

 

 

（注）経営の状況を添付する。 

 



別 記 １ 様 式 第 ５ 号  添 付 資 料  

経 営 の 状 況  

 

１  対 象 者 の 概 要  

フ リ ガ ナ   年 齢  歳  

氏 名     

フ リ ガ ナ     

現 住 所   電 話（      ） 

 

２  経 営 作 目  

経 営 作 目  作 付 面 積 ・ 飼 養 頭 羽 数  主 要 施 設・規 模  備 考  

    

    

    

 

３  経 営 基 盤  

 ⑴ 農 地 規 模  

種 別  作 目  面 積  取 得 ・ 借 入 時 期  取 得 費・リ ー ス 料  

水 田      

普 通 畑      

飼 料 畑      

樹 園 地      

     
  

⑵ 家 畜  

種 別  頭 羽 数  取 得 時 期  取 得 費  

    

 

４  労 務 状 況  

区 分  氏 名  年 齢 （ 人 数 ）  年 間 農 業 従 事 日 数 (日 )  備 考  

家 族  

本 人     

    

    

小 計    

雇 用  

常 時 雇 用  人  延   

臨 時 雇 用  人  延   

小 計    

 

     計  

  

 ※ 農 業 従 事 日 数 は 年 間 従 事 時 間 数 を ８ 時 間 で 除 し た 数 字 と す る 。  



５  直 近 の 経 営 収 支 （ 損 益 計 算 書 ）  

（ 自    年   月   日  至    年   月   日 ）  

科 目  金 額 （ 円 ） 科 目  金 額（ 円 ） 

収  

 

入  

 

金  

 

額  

販 売 金 額  ①   

経  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費  

そ  

 

の  

 

他  

 

の  

 

経  

 

費  

修 繕 費  リ   

家 事 消 費 ・  

事 業 消 費 金 額  
②   動 力 光 熱 費  ヌ   

雑 収 入  ③   作 業 用 衣 料 費  ル   

小 計  

（ ① ＋ ② ＋ ③ ）  
④   農 業 共 済 掛 金  ヲ   

農 産 物 の  

棚 卸 高  

期 首  ⑤   
荷 造 運 賃 手 数

料  
ワ   

期 末  ⑥   土 地 改 良 費  カ   

計  

（ ④ － ⑤ ＋ ⑥ ）  
⑦    ヨ   

経  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費  

雇 人 費  ⑧    タ   

小 作 料 ・ 貸 借 料  ⑨    レ   

減 価 償 却

費  

建 物  

⑩  

  ソ   

農 機 具   雑 費  ツ   

動 物   農 産 物

以 外 の

棚 卸 高  

期 首  ネ   

植 物   期 末  ナ   

貸 倒 金  ⑪   
経費から差し引く果樹 

牛馬等の育成費用 
ラ   

利 子 割 引 料  ⑫   
小 計  

（イ～ネまでの計－ナ－

ラ） 

⑬   

そ  

 

の  

 

他  

 

の  

 

経  

 

費  

租 税 公 課  イ   
経 費 計  

（ ⑧ ～ ⑫ ま で の 計 ＋

⑬ ）  

⑭   

種 苗 費  ロ   
専 従 者 給 与 控 除 前 の 所 得

金 額 （ ⑦ － ⑭ ）  
⑮   

素 畜 費  ハ   専 従 者 給 与  ⑯   

肥 料 費  ニ   青 色 申 告 特 別 控 除 額  ⑰   

飼 料 費  ホ   
農 業 所 得  

（ ⑮ － ⑯ － ⑰ ）  
⑱   

農 具 費  ヘ   農 外 収 入  ⑲   

農 薬 衛 生 費  ト   家 計 費  ⑳   

諸 材 料 費  チ   
農 家 経 済 余 剰  

（ ⑱ ＋ ⑲ － ⑳ ）  
  

 

○ 上 記 期 間 に お け る 特 殊 事 項  

 

 



６  農 業 生 産 工 程 管 理 （ Ｇ Ａ Ｐ ） の 取 組 状 況  

作 目 名  

 

 

 

 

取 り 組 み 状 況  チ ェ ッ ク 欄  

(該 当 に ○ ) 

 

農 林 産 物 の 場 合 は 、 既 に 国 際 水 準 Ｇ Ａ Ｐ

（ 美 味 し ま ね ゴ ー ル ド 等 ） を 取 得 し て い る 。  

非 食 用 農 産 物 の 場 合 は 、 農 林 水 産 省 が 策 定

し た 「 国 際 水 準 Ｇ Ａ Ｐ ガ イ ド ラ イ ン （ そ の 他

非 食 用 ） 」 に 準 拠 し た 農 場 管 理 に 取 り 組 ん で

い る 。  

繁 殖 牛 の 場 合 は 、 県 が 策 定 し た 「 美 味 し ま

ね 認 証 の 考 え 方 に 基 づ く 生 産 工 程 管 理 」 に 準

拠 し た 農 場 管 理 に 取 り 組 ん で い る 。  

 国 際 水 準 Ｇ

Ａ Ｐ 取 得 時

期       

年  月  

 

非 食 用 、繁 殖

牛 等 準 拠 開

始 時 期  

 

年  月  

上 記 に つ い て 、 事 業 実 施 年 度 の 翌 年 度 末 ま

で の 取 得 （ 準 拠 ） に 向 け た 農 場 管 理 の 改 善 に

取 り 組 ん で い る 。  

 

 

国 際 水 準 Ｇ

Ａ Ｐ 取 得 予

定 時 期  

年  月  

 

非 食 用 、繁 殖

牛 等 準 拠 開

始 予 定 時 期  

 

年  月  

 

農 場 管 理 の 更 な る 改 善 に 向 け て 今 後 取 り 組 む こ と  

 

 

 

 

７  当 該 事 業 で 整 備 し た 内 容  

⑴ 整 備 内 容  

整 備 年 度  事 業 内 容  規 模・能 力  数 量  事 業 費  補 助 額  

      

      

      

      

      

                    計                   

※ 素 畜 の 場 合 は 規 模 ・ 能 力 欄 に 個 体 識 別 番 号 を 記 載 す る こ と 。  

 

 



 ⑵ ⑴ の う ち 汎 用 性 の 高 い 機 械 の 利 用 状 況  

事 業 内 容 （ 機 械 名 ）  利 用 状 況  (該 当 に ✓ ) 

 農 業 用 に 、  

☐ 適 正 に 利 用 し て い る  

☐ 適 正 に 利 用 し て い な い  

 農 業 用 に 、  

☐ 適 正 に 利 用 し て い る  

☐ 適 正 に 利 用 し て い な い  

※ 汎 用 性 の 高 い 機 械 と は 、 フ ォ ー ク リ フ ト 、 シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー 、 バ ッ ク ホ ー 、 農 業 用 ト レ ー

ラ ー 、 G P S ガ イ ダ ン ス シ ス テ ム （ 農 業 用 機 械 に 設 置 す る も の に 限 る 。 ） 等 の 機 械 を 言 う 。  

 

⑶ ⑴ の う ち 農 業 用 ハ ウ ス の 敷 地 整 備 工 事 に 係 る ハ ウ ス 建 設 状 況  

 

 

施 工 完 了 日    年   月   日 （ 予 定 ）  

 

※ 本 事 業 を 活 用 し て 農 業 用 ハ ウ ス の 敷 地 整 備 工 事 を 行 う 場 合 は 、 事 業 実 施 年 度 又 は そ

の 翌 年 度 中 に 建 設 す る 必 要 が あ る 。  

     

 

 

 

 

※１～５については、同様の内容を記載した書類の添付をもってこれに代えること

ができる。（新規就農者カルテ（平成 29 年 4 月 6 日付け農第 12 号）等） 



別 記 １ 様 式 第 ６ 号  

継承資産活用計画（継承証明書）  

                 事 業 実 施 主 体  

                     住 所  

                     氏 名              

 

１  経 営 継 承 証 明  

前 権 利 所 有 者 は 経 営 資 産 を 経 営 継 承 者 に 移 譲 し た こ と （ 年 度 内 に 移 譲

す る 予 定 で あ る こ と ） を 証 明 す る 。  

                前 権 利 所 有 者  

     住 所              

  氏 名              

 

２  経 営 継 承 （ 予 定 ） 日  

 

      年   月   日  

 

３  経 営 開 始 （ 予 定 ） 日  

 

      年   月   日  

 

４  継 承 し た 経 営 基 盤 と 資 産 内 容  

（ １ ） 農 地 規 模  

 

種  別  

 

作  目  

経 営 面 積  

継 承 時  

 

利 用 権 が 事

業 実 施 主 体

で あ れ ば ◯  

所 有 権  

所 有 者 氏 名  

水 田   a 年  月    

普 通 畑   a  年  月    

飼 料 畑   a    年  月    

樹 園 地   a    年  月    
  
（ ２ ） 主 な 施 設 ・ 機 械 と そ の 規 模  

施 設 等 区 分  規 模 ･能 力 等  数 量  所 有 権 が 事

業 実 施 主 体

で あ れ ば ◯  

改 良 ・ 改

修 予 定 時

期  

現 所 有 分     

    

    

本 事 業 で  

改 良 ・ 改 修  

す る 施 設 等  

   年  月  

   年  月  

   年  月  



本 事 業 で  

修 繕 す る  

施 設 等  

   年  月  

   年  月  

   年  月  

 

（ ３ ） 事 業 を 活 用 す る 施 設 等 の 改 良 ・ 改 修 の 理 由 と 内 容 の 概 要  

整 備 し よ う と す る 施 設 等   

改 良 ・ 改 修 の 理 由   

 

改 良 ・ 改 修 の 内 容   

 

能 力 向 上 の 要 点   

 

 

 

（ ４ ） 事 業 を 活 用 す る 施 設 等 の 修 繕 の 理 由 と 内 容 の 概 要  

整 備 し よ う と す る 施 設 等   

修 繕 の 理 由   

 

修 繕 の 内 容   

 

※ （ ３ ） 及 び （ ４ ） の 詳 細 は 規 模 （ 機 種 ） 決 定 根 拠 資 料 に て 記 載 す る こ

と 。  

 

（ 留 意 点 ）  

①  事 業 実 施 主 体 が 別 表 １ の (２ )に 基 づ き 申 請 す る 場 合 は 、 本 様 式 を 提

出 す る こ と 。  

②  複 数 名 か ら 継 承 す る 場 合 、 計 画 を 別 途 作 成 す る 。  

③  改 良 ・ 改 修 、 修 繕 等 を 行 う 施 設 等 に つ い て は 、 事 業 実 施 主 体 が 所 有  

権 （ 農 地 の 場 合 は 少 な く と も 利 用 権 ） を 有 す る も の と す る 。  

 

（ 添 付 書 類 ）  

・ 農 地 の 利 用 権 又 は 所 有 権 を 証 明 す る 資 料  

・ 施 設 等 の 所 有 権 を 証 明 す る 資 料  

 

 


